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・ 従業員の募集を行う際の取り扱い変更

・ 育児休業制度の改正について

「ビタミンM」メール配信サービスを始めました！「kcr@nkgr.co.jp」に＜事業所名・お名前・メール配信希望＞をご記入の上、メールをお送りください。毎月、労務に関する
最新情報をお届けいたします。

ビタミンＭの“Ｍ”とは、“Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ”を指し、“お客様の経営に効く”
“お客様に活力を与える”存在でありたいとの願いが込められています

お知らせ

従業員の募集を行う際の取り扱いが変更になります。

育児休業制度の改正について

ビタミンMの内容に関しては、分かりやすく簡潔に表現することを心掛けておりますので、情報のすべてを正確に表すことができない場合があります。このような場合において、内容
が不正確であったこと及び誤植があったことによる生じたいかなる損害に対しても、当事務所は一切の責任を負いません。
また、ビタミンMの内容は、作成日現在において有効な情報です。制度や法律は変更されますので、ご利用日時点での内容を官公庁等にご確認ください。

２歳までの育児休業は平成２８年３月３１

日以降生まれの子が対象となります。

１歳６か月に達する日の翌日が平成２９年

１０月１日以降、つまり１歳６か月に達する

日が平成２９年９月３０日以降の子というこ

とになります。

保育所に入所できない理由で１歳から１

歳６か月までの育児休業を取得していた場
合であっても、改めて、１歳６か月時点で保
育所に入れない事実を事業主に申し出なけ
ればならないことになっています。

その際に、事業主側から保育所の

不承諾通知書等を再度提出する

ことを求められる場合が一般的

です。

可能です。

２歳までの育児休業を取得するための要

件は、下記の通りです。

・労働者又は配偶者が１歳６か月時点で
育児休業をしていること

・子の１歳６か月に達する日後の期間

について休業することが雇用の継続の

ために特に必要と認められること

上記の２要件を満たす限りにおい

て、両親が同時に取得できます。 ６

１

５

３２

４

子が１歳になったけれども、保育所に

入所できない時点で申し出る育児休業

は、これまで通り、１歳６か月までの延

長になるのですね。

今年の１０月１日から、育児休業が最

長子が２歳になるまで取得できるように

なりましたが、対象となる子の範囲はど

のようになっているのでしょうか？

平成３０年1月1日から職業安定法の改正により、従業員の募集や求人申込みの制度が以下のように変わります。

Ⅰ従業員の募集を行う際、最低限明示しなければならない事項に以下の項目が追加されます。

①試用期間に関する事項（試用期間の有無、試用期間があるときはその期間） ②裁量労働制採用の場合その旨

③募集者（雇用しようとする者）の氏名または名称 ④派遣労働者として雇用しようとする場合その旨

また上記に併せて、時間外労働の有無に関わらず一定の手当を支給する制度（いわゆる「固定残業代」）を採用する

場合には、以下のような記載が必要です。

【記載例】 （１） 基本給 ××円［ （２）の手当を除く額 ］

（２） □□手当 （時間外労働の有無に関わらず、〇時間分の時間外手当として△△円を支給）

（３） 〇時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給

Ⅱ募集当初に明示した労働条件が変更される場合は変更内容について明示しなければなりません。

当初の労働条件から変更、削除、追加等行った場合には、求職者がその内容を適切に理解できるような方法で行

う必要があります。具体的な方法としては、「当初の明示と変更された後の内容を対照できる書面を交付する方法」が

望ましいとされますが、「労働条件通知書において、変更された事項に下線を引いたり着色したりする方法や、脚注を

付ける方法」なども可能とされています。

２歳までの育児休業は、両親が同時に

取得することもできるのでしょうか？


